
産
業
で
発
生
す
る
中
毒
は
主
と
し
て
慢
性
中
毒
で
あ
っ
て
燐
の
蒸

気
の
吸
入
に
よ
っ
て
徐
々
に
起
こ
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
で
は
明
治

三
年
（
一
八
七
○
）
に
横
浜
在
留
外
人
フ
ラ
オ
ン
、
次
い
で
清
水
誠

が
新
燧
社
を
つ
く
り
、
マ
ッ
チ
製
造
を
は
じ
め
た
。
明
治
九
年
（
一

九
七
六
）
の
こ
と
で
、
黄
燐
マ
ッ
チ
だ
っ
た
。
明
治
十
年
（
一
八
七

七
）
に
は
早
く
も
上
海
に
輸
出
し
評
判
を
と
っ
た
。

や
が
て
、
大
阪
、
東
京
、
神
戸
、
静
岡
、
名
古
屋
な
ど
で
黄
燐
マ

ッ
チ
製
造
が
は
じ
ま
っ
た
。
し
か
し
、
火
事
の
原
因
に
な
っ
た
り
軸

の
頭
を
な
め
て
消
費
者
に
中
毒
の
起
こ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
黄
燐

マ
ッ
チ
製
造
の
労
働
者
に
燐
壊
死
、
燐
骨
疽
と
い
う
今
で
は
古
典
的

な
職
業
病
が
発
生
し
た
。

こ
の
燐
壊
死
の
最
初
の
報
告
は
ウ
ィ
ー
ン
の
Ｆ
ｏ
冒
の
角
閃
乏
．
が

一
八
四
五
年
に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
症
例
は
一
八
三
九
年
に
さ
か
の

ぼ
り
九
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

日
本
産
業
の
黄
燐
中
毒

三
浦
豊
彦

実
用
に
な
る
黄
燐
マ
ッ
チ
が
発
明
さ
れ
た
の
は
一
八
三
二
年
だ
っ

た
と
い
う
か
ら
、
数
年
後
に
は
職
業
症
が
発
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

明
治
三
十
五
年
（
一
九
○
二
）
に
な
る
と
、
全
国
の
マ
ッ
チ
製
造

業
の
戸
数
は
二
四
四
戸
、
職
工
は
男
四
、
九
七
七
人
、
女
一
五
、
○
六

四
人
、
計
二
○
、
○
四
一
人
と
な
り
、
製
造
数
量
は
三
二
、
八
八
六
、

○
九
○
打
と
な
っ
て
い
た
。
低
賃
金
の
婦
女
子
を
多
く
雇
用
し
た

し
、
十
歳
以
下
の
子
供
ま
で
働
い
た
と
い
う
。

こ
れ
よ
り
先
、
す
で
に
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
石
川
清
忠

は
工
業
病
の
講
演
の
な
か
で
燐
に
よ
る
下
顎
の
腐
骨
疽
に
つ
い
て
ふ

れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
三
十
六
年
（
一
九
○
三
）
に
は
四
十
九
歳
の

男
子
が
、
黄
燐
マ
ッ
チ
エ
場
で
、
燐
中
毒
に
よ
る
顎
骨
骨
疽
に
な
っ

た
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
危
険
も
あ
る
の
で
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
内

務
省
達
で
い
っ
た
ん
黄
燐
マ
ッ
チ
製
造
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し

あ
ま
り
徹
底
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
支
那
北
部
で
は
黄
燐
マ
ッ

チ
を
歓
迎
す
る
と
い
う
の
で
、
農
商
務
省
が
、
明
治
二
十
三
年
（
一

八
九
○
）
に
な
る
と
、
製
造
禁
止
解
除
を
申
し
入
れ
て
き
て
、
内
務

省
が
譲
歩
し
て
黄
燐
マ
ッ
チ
製
造
は
再
び
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
○
）
の
国
政
医
学
会
雑
誌
第
四
二
号
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に
「
摺
附
木
製
造
取
締
規
則
」
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
明
治
十
八
年

（
一
八
八
五
）
に
禁
止
さ
れ
た
黄
燐
マ
ッ
チ
製
造
が
明
治
二
十
三
年

（
一
八
九
○
）
に
解
除
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
で
あ
る
。

一
八
四
五
年
の
Ｆ
ｏ
凰
畠
９
の
報
告
以
来
、
各
国
か
ら
も
次
食
報

告
が
で
て
く
る
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
一
八
五
六
年
に
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
で
九
人
の
患
者
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

明
治
三
十
九
年
（
一
九
○
六
）
に
「
ベ
ル
ヌ
」
国
際
労
働
者
保
護

会
議
の
協
同
決
議
と
し
て
婦
人
の
夜
業
禁
止
と
マ
ッ
チ
製
造
で
の
黄

燐
使
用
禁
止
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
黄
燐
マ
ッ
チ
禁
止
に
つ
い
て
日
本

政
府
は
、
「
黄
燐
の
使
用
は
有
害
な
る
蕾
へ
し
、
さ
れ
ど
そ
れ
は
目
下

調
査
中
な
り
」
と
し
、
ベ
ル
ヌ
条
約
に
加
盟
し
て
い
な
か
っ
た
。
鯉

沼
は
大
正
八
年
（
一
九
一
七
）
、
大
阪
、
兵
庫
、
広
島
の
マ
ッ
チ
エ
場

を
調
査
し
て
、
一
○
八
名
の
黄
燐
中
毒
者
を
発
見
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
黄
燐
の
害
も
大
き
い
の
で
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
ワ

シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
た
第
一
回
国
際
労
働
総
会
の
決
議
を
取
り
入

れ
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
黄
燐
燐
寸
禁
止
法
を
発
布
し
、
同

年
ベ
ル
ヌ
条
約
に
加
盟
、
や
っ
と
黄
燐
マ
ッ
チ
製
造
は
禁
止
さ
れ

た
。
こ
れ
で
一
応
問
題
は
解
決
さ
れ
た
よ
う
に
象
え
た
。

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
五
月
に
東
北
地
方
の
某
燐
酸
お
よ
び

燐
酸
肥
料
製
造
工
場
の
黄
燐
を
取
り
扱
う
作
業
者
二
○
二
人
に
つ
い

て
労
働
科
学
研
究
所
が
健
診
と
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
う
ち
顎
骨
骨

疽
に
つ
い
て
野
村
孝
が
報
告
し
て
い
る
。
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）

二
月
か
ら
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
五
月
ま
で
に
、
顎
骨
除
去

手
術
を
受
け
た
者
が
九
名
あ
り
、
そ
の
後
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）

五
月
に
罹
患
し
た
一
名
を
加
え
て
一
○
名
あ
っ
た
。
つ
ま
り
法
規
制

に
よ
っ
て
、
黄
燐
中
毒
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
患
者
の
な
か
に
は
数
名
の
歯
科
医
を
転
灸
と
し
て
三
年
間

に
十
三
回
の
手
術
を
受
け
て
、
最
後
に
全
顎
を
除
去
し
た
も
の
も
あ

っ
た
。
そ
の
他
要
注
意
者
が
一
○
名
あ
っ
た
。

昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
に
な
っ
て
東
京
で
日
本
化
工
小
松
川

工
場
の
ク
ロ
ム
に
よ
る
職
業
病
問
題
が
起
こ
り
、
こ
れ
を
機
会
に
日

本
化
工
・
郡
山
工
場
の
燐
骨
疽
が
明
る
み
に
出
て
、
労
研
の
調
査
が

こ
の
工
場
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
工
場
の
嘱
託
歯
科

医
が
昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
か
ら
二
○
名
程
度
の
燐
骨
疽
患

者
を
診
療
し
た
が
、
い
ず
れ
も
歯
そ
う
部
が
お
か
さ
れ
た
軽
症
が
あ

っ
た
と
い
う
。
郡
山
労
基
署
に
よ
る
と
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）

以
後
に
新
し
い
認
定
患
者
は
出
て
い
な
い
と
い
う
。

日
本
産
業
衛
生
学
会
は
黄
リ
ン
と
リ
ン
酸
の
許
容
濃
度
を
そ
れ
ぞ
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れ
っ
鼻
目
処
日
酋
と
胃
日
廻
目
色
と
し
て
勧
告
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ

で
は
黄
リ
ン
許
容
濃
度
は
Ｃ
』
目
廻
昌
函
短
期
間
曝
露
限
度
は
Ｃ
恥

目
処
目
“
と
し
て
い
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
許
容
濃
度
の
提
案
理
由

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
文
献
の
な
か
に
上
記
の
野
村
の
論
文
も
加

え
ら
れ
て
い
る
。

（
労
働
科
学
研
究
所
）

明
治
二
十
二
年
、
日
本
の
工
業
が
ま
だ
夜
明
け
を
迎
え
た
ば
か
り

の
こ
ろ
、
佐
久
間
貞
一
は
、
自
己
の
経
営
す
る
秀
英
舎
（
後
の
大
日

本
印
刷
）
で
、
「
八
時
間
労
働
」
を
試
染
て
い
る
。
わ
ず
か
一
年
で

中
止
さ
れ
、
以
後
、
同
社
は
九
時
間
労
働
制
を
と
り
、
大
正
五
年
の

「
工
場
法
」
施
行
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
わ
ず
か
一
年
間
の
実
験
と

は
い
え
、
ま
こ
と
に
画
期
的
な
職
工
保
護
策
で
は
あ
る
。
『
株
式
会

社
秀
英
舎
沿
革
誌
』
（
明
治
四
十
年
刊
）
で
は
、
「
前
年
五
月
以
来
試
験

中
ナ
リ
シ
八
時
間
労
働
ノ
成
績
〈
頗
ル
良
好
ナ
リ
シ
モ
之
ヵ
為
メ
却

テ
職
工
一
一
病
者
ヲ
生
ス
ル
傾
向
ア
リ
シ
ニ
依
り
一
時
之
ヲ
中
止
ス
」

と
、
極
め
て
簡
単
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
方
法
が
と
ら
れ
た
も
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
労
働
時
間

を
短
縮
し
た
た
め
に
病
人
が
出
そ
う
に
な
っ
た
と
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
川
田
久
長
『
活
版
印
刷
史
』
（
昭
和
二
十
四
年
刊
、
同
五
十
八
年
復
刻
）

佐
久
間
貞
一
の
「
八
時
間
労
働
」

森
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